
 

1 
 

亀岡市立小中学校の規模適正化に向けた歩み 

＜東輝・詳徳中学校ブロック＞ 

▶H25.8 「亀岡市教育振興基本計画」策定 
重点目標 3 学校の教育力の向上と魅力ある学校づくりの推進 

(2) 学校規模適正化の検討 

▶H26.08.07 「第 1 回亀岡市学校規模適正化検討会議」現状と課題の把握 
委    員 20 人以内 
構    成 学識経験者、PTA 連絡協議会代表、小中学校長会代表、自治会連合

会幹事、公募市民、教育関係団体、教育委員会など  

▶H26.10.02 「第 2 回亀岡市学校規模適正化検討会議」アンケート(案)の検討 

▶「子どもたちのより良い教育環境について考えるアンケート①」の実施 
調査期間 H26.11.19～12.10 
調査対象及び有効回答数 

市民 625 人/1,800 人(無作為抽出) 34.7% 
保護者及び児童生徒 789 人/1,030 人(小 2・5、中 2)  76.6% 
学校関係者  292 人/295 人(任意提出)  99.0% 

▶H27.01.27 「第 3 回亀岡市学校規模適正化検討会議」アンケート結果の確認 

▶H27.03.24 「第 4 回亀岡市学校規模適正化検討会議」先行事例等の研究 

▶H27.06.04 「第 5 回亀岡市学校規模適正化検討会議」適正化の方向性 

▶「子どもたちのより良い教育環境について考えるアンケート②」の実施 
調査期間 H27.06.24～07.06 
調査対象及び有効回答数 

小学校の保護者 611 人/956 人(小 2・5) 63.9% 
中学校の保護者 156 人/267 人(中 2)  58.4% 

▶H27.09.03 「第 6 回亀岡市学校規模適正化検討会議」アンケート結果の確認 

▶H27.11.10 「第 7 回亀岡市学校規模適正化検討会議」提言(案)の作成 

▶H27.12.25 「第 8 回亀岡市学校規模適正化検討会議」提言のとりまとめ 

▶H28.01.18 提言 

▶H28.02.10～3.11 パブリックコメント 
意 見 数 64 件(37 人)  一般的な反対意見、保津小の存続など 

▶H28.3 「亀岡市学校規模適正化基本方針」策定 
背景・基本的な考え方・今後の進め方・地域別の方向性など 
取    組  短期(H28～30)・中期(～H33)・長期(H34～) 
「(仮称)学校規模適正化地域別推進協議会」の設置 
「(仮称)○○中学校区適正化実施計画」の策定  ⇨より良い教育環境の実現 
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▶H28.06.02 「第 1 回亀岡市学校規模適正化地域別推進協議会」 

        ◇学校規模適正化基本方針について 

         ◇学校規模適正化（短期的取組）ロードマップについて 

▶H28.06.28 「第 1 回東輝・詳徳中学校ブロック協議会」校区の見直し 

        ◇学校規模適正化基本方針について 

         ◇東輝・詳徳中学校ブロック学校規模適正化実施計画（案）について 

▶H28.07.21  安詳小学校 PTA 会長と協議 

▶H28.07.21  安詳小学校「PTA 説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.08.02 詳徳小学校「PTA 説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.08.06 篠町自治会「役員説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.08.08 つつじヶ丘小学校「PTA 説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.08.19 西つつじヶ丘自治会「役員説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.08.20 南つつじヶ丘自治会「役員説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.08.20 東つつじヶ丘自治会「役員説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.08.25 東輝中学校「PTA 説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.08.26 亀岡地区東部自治会「住民説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.08.29 亀岡地区下矢田町君塚自治会「概要説明」 

▶H28.08.30 詳徳中学校「PTA 説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.09.01 「第２回亀岡市学校規模適正化地域別推進協議会」中間報告 

        ◇学校規模適正化推進の状況報告について 

◇小規模特認校の募集等について 

▶H28.09.07  安詳小学校 PTA 会長と協議 

▶H28.09.12 亀岡地区下矢田町君塚自治会長と協議 

▶H28.09.16 亀岡市 PTA 連合会説明会 

▶H28.09.28 安詳小学校「住民説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.10.04 南つつじヶ丘小学校「住民説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.10.06 詳徳小学校「住民説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.10.11 つつじヶ丘小学校「住民説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.10.26 第六見晴区周辺「地区説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.10.27 野条周辺「地区説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.11.01 森周辺「地区説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.11.02 曙台・広田３丁目周辺「地区説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.11.07 篠・フェスタ・夕日ケ丘周辺「地区説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.11.15  自治会連合会長と教育長面談 

▶H28.11.24 森洗川区「地区説明会」 概要説明、意見聴取 
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▶H28.11.25 メディアス区「地区説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.12.01 「第２回東輝・詳徳中学校ブロック協議会」 

◇当初計画案と住民説明会等の状況について 

         ◇計画の見直し案と対応について 

▶H29.01.12 「第３回東輝・詳徳中学校ブロック協議会」 

◇計画見直し案と対応について 

▶H29.01.19 「第３回亀岡市学校規模適正化地域別推進協議会」 

        ◇前回会議（9/1）以降の主な取組み等について 

◇今後の進め方について 

▶H29.01.30  亀岡地区東部自治会と協議 

▶H29.03.13  亀岡地区東部自治会と協議 

▶H29.03.29 「第４回東輝・詳徳中学校ブロック協議会」 

◇計画見直し案と対応について 

▶H29.07.04 つつじケ丘小学校「PTA 役員説明会」説明、意見聴取 

▶H29.07.07 南つつじケ丘小学校「PTA 役員説明会」説明、意見聴取 

▶H29.07.09 亀岡地区東部自治会「役員説明会」説明、意見聴取 

▶H29.07.10 安詳小学校「PTA 役員説明会」説明、意見聴取 

▶H29.07.12 詳徳小学校「PTA 役員説明会」説明、意見聴取 

▶H29.08.01 東輝中学校「PTA 役員説明会」説明、意見聴取 

▶H29.08.01 詳徳中学校「PTA 役員説明会」説明、意見聴取 

▶H29.08.05 篠町自治会「区長会説明会」説明、意見聴取 

▶H29.08.18 西つつじケ丘自治会「町内会長会説明会」説明、意見聴取 

▶H29.08.19 南つつじケ丘自治会「区長会説明会」説明、意見聴取 

▶H29.08.27 東つつじケ丘自治会「区長会説明会」説明、意見聴取 

▶H29.08.30 篠町野条・ひばりヶ丘区「地区説明会」説明、意見聴取 

▶H29.09.02 曙台４丁目（７区・８区）「地区説明会」説明、意見聴取 

▶H29.09.05 篠町森（各区）「地区説明会」説明、意見聴取 

▶H29.09.08 篠町篠・フェスタ・夕日ヶ丘区「地区説明会」説明、意見聴取 

▶H29.09.23 篠町みどりヶ丘区「地区説明会」説明、意見聴取 

▶H29.09.30 篠町ひばりヶ丘区「地区説明会」説明、意見聴取 

▶H29.10.01 篠町花水木台区「地区説明会」説明、意見聴取 

▶H29.10.21 篠町森洗川区「地区説明会」説明、意見聴取 

▶H29.10.31 曙台４丁目（７区）「地区説明会」説明、意見聴取 

▶H29.11.03 曙台４丁目（８区）「地区説明会」説明、意見聴取 

▶H29.11.30 「平成２９年度第 1 回東輝・詳徳中学校ブロック協議会」 

        ◇計画の見直し案について 
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         ◇住民説明会等の報告 

         ◇今後の取組について 

▶H30.01.24 曙台４丁目（７区・８区）「地区説明会」説明、意見聴取 

▶H30.01.25 篠町篠・フェスタ・夕日ヶ丘区「地区説明会」説明、意見聴取 

▶H30.01.30 篠町野条・ひばりヶ丘・森洗川区「地区説明会」説明、意見聴取 

▶H30.01.31 篠町森（森・洗川区を除く各区）「地区説明会」説明、意見聴取 

▶H30.02.08 東輝・詳徳中ブロックの小中学校「ＰＴＡ役員説明会」 

▶H30.02.28 「平成２９年度第２回東輝・詳徳中学校ブロック協議会」 

◇「通学区域の見直し」（最終案）について 

         ◇住民説明会等の報告 

         ◇今後の取組について 

▶H30.03.09 篠町野条・ひばりヶ丘「地区説明会」説明、意見聴取 

▶H30.03.13 篠町森洗川区「地区説明会」説明、意見聴取 

▶H30.03.15 篠町森・森東・森宮区「地区説明会」説明、意見聴取 

▶H30.03.20 篠町みどりヶ丘・花水木台区「地区説明会」説明、意見聴取 

▶H30.03.27 曙台４丁目（８区）「地区説明会」説明、意見聴取 

▶H30.03.28 曙台４丁目（７区）「地区説明会」説明、意見聴取 

▶H30.05.31 「平成３０年度第 1 回東輝・詳徳中学校ブロック協議会」 

◇住民説明会の報告等について 

◇今後の取組について 

▶H30.06.18 「平成３０年度第１回亀岡市学校規模適正化地域別推進協議会」 

        ◇別院中学校ブロックの取組について 

◇東輝・詳徳中学校ブロックの取組について 

◇亀岡中学校ブロックの取組について 

▶H30.06.26 「臨時亀岡市教育委員会」 

        ◇児童生徒の入学すべき学校区を指定する規則の一部を改正する規則の制定

について 

▶H30.07.11 篠町花水木台地域「保護者との通学路点検」 

▶H30.07.17 篠町森宮地域「保護者との通学路点検」 

▶H30.07.18 篠町森東地域（森下タン条）「保護者との通学路点検」 

▶H30.07.18 篠町森東地域（森東）「保護者との通学路点検」 

▶H30.07.19 曙台４丁目（7・８区）「保護者との通学路点検」 

▶H30.07.24 東輝・詳徳中ブロックの小中学校「ＰＴＡ会長との会議」 

▶H30.07.26 篠町みどりヶ丘地域「保護者との通学路点検」 

▶H30.07.27 篠町ひばりヶ丘地域意見聴取会 

▶H30.08.20 篠町篠南２地域（洗川・池ノ下）「保護者との通学路点検」 
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▶H30.08.21 篠町篠南１地域（赤畑・タウンピア）「保護者との通学路点検」 

▶H30.08.23 篠町篠南２地域（杢殿林）「保護者との通学路点検」 

▶H30.08.27 篠町フェスタ地域「保護者との通学路点検」 

▶H30.08.27 篠町夕日ヶ丘地域「保護者との通学路点検」 

▶H30.08.30 篠町森地域①（森下垣内）「保護者との通学路点検」 

▶H30.08.30 篠町森地域②（森上垣内）「保護者との通学路点検」 

▶H30.09.05 篠町ひばりヶ丘地域①「保護者との通学路点検」 

▶H30.09.05 篠町ひばりヶ丘地域②「保護者との通学路点検」 

▶H30.09.07 篠町ひばりヶ丘地域③「保護者との通学路点検」 

▶H30.09.07 篠町ひばりヶ丘地域④「保護者との通学路点検」 

▶H30.09.25 東輝・詳徳中ブロックの小中学校「ＰＴＡ会長との会議」 

▶H30.11.27 詳徳小学校「学校説明会」説明 

▶H30.11.27 篠町ひばりヶ丘「地区説明会」説明 

▶H30.11.29 つつじケ丘小学校「学校説明会」説明 

▶H30.11.30 南つつじケ丘小学校「学校説明会」説明 

▶H30.11.30 詳徳中学校「学校説明会」説明 

▶H31.03.22 「平成３０年度第２回亀岡市学校規模適正化地域別推進協議会」 

◇亀岡中学校ブロックの取組について 

◇別院中学校ブロックの取組について 

◇東輝・詳徳中学校ブロックの取組について 

▶H31.04.19 篠町ひばりヶ丘地域説明会 

▶R01.05.30 東輝・詳徳中ブロックの小中学校「ＰＴＡ会長との会議」 

▶R01.06.01 つつじ小、南つつじ小、詳徳小「学校間交流」 

▶R01.06.18 篠・森宮区「地区説明会」説明 

▶R01.07.02 曙台４丁目（７区・８区）「地区説明会」説明 

▶R01.07.03 篠町野条・ひばりヶ丘・森洗川区「地区説明会」説明 

▶R01.07.04 篠町森（森・洗川区を除く各区）「地区説明会」説明 

▶R01.07.05 篠町篠・フェスタ・夕日ヶ丘区「地区説明会」説明 

▶R01.07.09 篠町森地域（森上垣内、森下垣内）「保護者との通学路点検」 

▶R01.10.08 篠町ひばりケ丘区「地区説明会」説明 

▶R01.10.17 詳徳小学校「学校説明会」説明 

▶R01.10.23 南つつじケ丘小学校「学校説明会」説明 

▶R01.10.29 詳徳中学校「入学説明会」 

▶R01.10.31 つつじケ丘小学校「学校説明会」説明 

▶R01.11.21 篠南２地区「地区説明会」説明 



〔通学路整備〕 

 
【南つつじケ丘小学校への通学路（東つつじケ丘曙台４丁目）】 

７区地域入り口付近及び南つつじケ丘小学校前の交差点に防護柵を設置します。また、主要な交差点

のカラー化、「学童注意」の路面標示等を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

それぞれの通学路の安全対策を順次実施していきます。詳しい場所等は市ホームページを御

覧ください。また、対策実施後も実際に通学されて不安や心配な箇所については、適宜関係機

関とも点検を行い、安全対策を引き続き実施してまいりますのでよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

東輝・詳徳中学校ブロックの 

学校規模適正化（通学区域の見直し）について 

                     令和元年６月１日 

亀岡市教育委員会 

 
○はじめに 

  令和２年４月から東輝・詳徳中学校ブロックの学校規模適正化に係る校区の見直しを行いま

す。この見直しは、安詳小学校の過密状態を緩和するとともに、詳徳小学校と南つつじケ丘小

学校の複数学級を維持すること、また、東輝中学校と詳徳中学校それぞれのブロックの小中連

携を推進するために実施するものです。今年度は次のとおり取り組みを進めていきます。 

 

 

 （１）新しい学校への就学通知 

    ７月に新しい小学校への就学通知を、学校を通じてお渡しします。 

    ※ 特別な事情があり御心配な場合（不登校、いじめ、発達障害等）は、まず学校に御相談くださ

い。個別の事情に応じて、学校・保護者・教育委員会と調整して対応します。 

  

 （２）指定学校変更申立書の送付 

    令和２年度に限り、新５年生と新６年生は従来校を選択することも可能ですので、保護

者へ７月に就学通知等と一緒に指定学校変更申立書をお渡しします。学校を選択できる児

童の保護者の方は、９月に提出してください。 

 

 （３）指定学校変更承認書の送付 

    ９月に提出していただいた指定学校変更申立書に基づき、１０月に指定学校変更承認書

を送付します。（郵送） 

  

 

    

 

 

 小学校の学用品等について 

各学校と相談する中で、学校を移っていただく場合でも、これまでの物を引き続き使用で

きるようにしています。 

また、校章等の入った学用品につきましては、新しい体操服や通学帽等を教育委員会で準

備します。 

１１月頃にサイズ等の希望をお聞きかせいただき、２月頃に学校を通じてお渡しします。 

 

 

 

 

 

お 問 い 合 わ せ   教 育 総 務 課（ ℡ 2 5 – 5 0 5 2 ） 学 校 教 育 課（ ℡ 2 5 – 5 0 5３ ） 

防護柵の設置 
・交差点のカラー化 

・交差点マークの設置 

７区入口付近 ８区入口カフェ付近交差点 

回覧 
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つつじケ丘小学校・南つつじケ丘小学校への空調整備工事

詳徳小学校の校舎大規模改修工事に向けた実施設計

Ｐ
Ｔ
Ａ
総
会

 

・スクールカウンセラーの配置 

 児童の心のケアや支援を行うため、スクールカウンセラーを配置しています。現在、安詳小学

校とつつじケ丘小学校には既に配置していますが、未配置の学校にも京都府教育委員会へ働きか

けを行うなど配置できるよう対応していきます。 

 

〔保護者の負担軽減〕 

 保護者対象の学校説明会の開催や学校行事の調整などを考えていきます。 

 

〔環境整備〕 

 空調整備や大規模改修工事等を計画的に進めていきます。 

今後の取組について 

 学校や関係機関と連携しながら、児童・生徒や保護者の不安や負担を軽減できるよう取り組

みを進めていきます。 

 

〔児童の不安軽減〕 

・学校交流 

 学校を移っていただく児童が不安なく新しい学校に移っていただけるよう、学校と相談して

学校間での交流活動を実施するなど、子どもたちがお互いを知りあう時間をできるだけもて

るよう考えていきます。 

・学級編成時の配慮 

 学校を移っていただく児童が、学級編成によって不安になるようなことがないよう、クラス

内で一定数集めるなど状況に応じた対応を行っていきます。 

・先生の配置 

 児童の不安感に配慮した先生の配置を考えていきます。 



〔通学路整備〕 

【詳徳小学校、詳徳中学校への通学路（篠町野条区、ひばりケ丘区、森・洗川区等）】 

国道９号については、横断防止柵の設置等を国に要望し、すでに完了している箇所もあります。 

市道部分については、路側帯や主要な交差点のカラー化、また、「学童注意」の路面標示等を行います。 

  
 
 
 
 
 
 
 
【つつじケ丘小学校への通学路（篠町森区、森東区、森宮区、みどりケ丘区、花水木台区等）】 

市道中矢田篠線の歩道部分については、防護柵を設置可能な箇所に設置します。また、支線から中矢

田篠線に出てくる箇所については、停止指示線と「学童注意」の路面標示等を行います。さらに路側帯

や主要な交差点のカラー化を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
【詳徳中学校への通学路（篠町篠区、フェスタ区、東夕日ケ丘区、西夕日ケ丘区等）】 

アルプラザ前の歩道に防犯灯を設置しました。また、篠ランプ９号線の歩道部分に防護柵を設置し、

横断歩道については警察に設置の要望をしています。さらに、主要な交差点のカラー化や路側帯の表示、

「学童注意」の路面標示等を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

それぞれの通学路の安全対策を順次実施していきます。詳しい場所等は市ホームページを御

覧ください。また、対策実施後も実際に通学されて不安や心配な箇所については、適宜関係機

関とも点検を行い、安全対策を引き続き実施してまいりますのでよろしくお願いします。 

 

  

 

東輝・詳徳中学校ブロックの 

学校規模適正化（通学区域の見直し）について 

                     令和元年６月１日 

亀岡市教育委員会 

 
○はじめに 

  令和２年４月から東輝・詳徳中学校ブロックの学校規模適正化に係る校区の見直しを行いま

す。この見直しは、安詳小学校の過密状態を緩和するとともに、詳徳小学校と南つつじケ丘小

学校の複数学級を維持すること、また、東輝中学校と詳徳中学校それぞれのブロックの小中連

携を推進するために実施するものです。今年度は次のとおり取り組みを進めていきます。 

 

 （１）新しい学校への就学通知（小学校） 

    ７月に新しい小学校への就学通知を、学校を通じてお渡しします。 

    ※ 特別な事情があり御心配な場合（不登校、いじめ、発達障害等）は、まず学校に御相談くださ

い。個別の事情に応じて、学校・保護者・教育委員会と調整して対応します。 

 （２）新しい学校への入学通知（中学校） 

    ７月に中学校への入学通知を、学校を通じてお渡しします。※東輝中に兄姉がいる安詳

小学校の６年生の児童のみお渡しします。 

    それ以外の児童には１月に入学通知を発送します。 

 （３）指定学校変更申立書の送付 

    次の対象者に７月に就学通知等と一緒にお渡しします。学校を選択できる児童の保護者

の方は、９月に指定学校変更申立書を提出してください。 

  〔小学校〕 

   ・令和２年度に限り、新５年生と新６年生は従来校を選択いただくことも可能です。 

  〔中学校〕 

   ・令和２年度に限り、東輝中学校に兄姉が通学している生徒のみ従来校を選択いただくこ

とも可能です。※東輝中に兄姉がいる安詳小学校の６年生の児童のみお渡しします。 

 （４）指定学校変更承認書の送付 

    ９月に提出していただいた指定学校変更申立書に基づき、１０月に指定学校変更承認書

を送付します。（郵送） 

 （５）入学通知の発送（中学校） 

    １月に中学校への入学通知を発送します。 

    

 

 

 小学校の学用品等について 

各学校と相談する中で、学校を移っていただく場合でも、これまでの物を引き続き使用で

きるようにしています。 

また、校章等の入った学用品につきましては、新しい体操服や通学帽等を教育委員会で準

備します。 

１１月頃にサイズ等の希望をお聞きかせいただき、２月頃に学校を通じてお渡しします。 
お 問 い 合 わ せ   教 育 総 務 課（ ℡ 2 5 – 5 0 5 2 ） 学 校 教 育 課（ ℡ 2 5 – 5 0 5 3 ） 

路側帯カラー化 

防護柵の設置 

・停止指示線の設置 

・道路標示（学童注意） 

防護柵の設置 

横断歩道の設置 

（要望中） 

国道９号～市道平松線 

市道中矢田篠線 支線から市道中矢田篠線 

市道篠ランプ９号線 市道篠ランプ９号線（陽生園付近） 

国道９号 

防護柵の設置 

回覧 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今後の取組スケジュール

８月

　 　

　 　

令和元年度

東輝中学校
詳徳中学校
安詳小学校
つつじケ丘
　　　小学校
詳徳小学校
南つつじケ丘

　　　小学校

令
和
２
年
４
月
開
始

（
入
学

）

教育委員会
事務局

４月 ５月 ６月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

【通学路】 関係部署機関等と連携して整備

児童・生徒の負担や不安の軽減対応

入学説明会

の案内

入学期日

及び学校

指定通知

就学時検

診の案内

学校間の教育課程の整合と備品や書類の移動実施等学校間の教育課程の整合、移動準備
入
学
式

児童・生徒や保護者の負担や不安の軽減に係る取組 （教職員等の配置・学校施設整備・学用品等）

保
護
者
・
住
民
へ
の
お
知
ら
せ

新ＰＴＡ活動の調整・準備

（規約、役員選出、予算、事業計画）

入
学
説
明
会
（
中
学
校
）
・
就
学
時
検
診
（
小
学
校
）

Ｐ
Ｔ
Ａ
総
会

令
和
２
年
度
に
５
年
生
、
６
年
生
と
な
る
保
護
者
及
び

東
輝
中
学
校
に
兄
姉
が
い
て
中
学
１
年
生
と
な
る
保
護

者
へ
の
意
向
確
認
。

希
望
者
は
９
月
に
申
立
書
を
提
出

学
校
間
交
流
事
業
（
小
学
校
）

学
校
間
交
流
事
業
（
小
学
校
）

学校を移る児童の

送別会等

新しい小

学校への

就学通知

学
用
品
の
配
布

新しい中

学校への

就学通知

東輝中に

兄姉のい

る児童の

み

申立書を

提出いた

だいた方

に承認書
の発送

配
布
す
る
学
用
品
の
サ
イ
ズ
等
確
認

つつじケ丘小学校・南つつじケ丘小学校への空調整備工事

詳徳小学校の校舎大規模改修工事に向けた実施設計

Ｐ
Ｔ
Ａ
総
会

 

・スクールカウンセラーの配置 

 児童の心のケアや支援を行うため、スクールカウンセラーを配置しています。現在、安詳小学

校とつつじケ丘小学校には既に配置していますが、未配置の学校にも京都府教育委員会へ働きか

けを行うなど配置できるよう対応していきます。 

 

〔保護者の負担軽減〕 

 保護者対象の学校説明会の開催や学校行事の調整などを考えていきます。 

 

〔環境整備〕 

 空調整備や大規模改修工事等を計画的に進めていきます。 

今後の取組について 

 学校や関係機関と連携しながら、児童・生徒や保護者の不安や負担を軽減できるよう取り組

みを進めていきます。 

 

〔児童の不安軽減〕 

・学校交流 

 学校を移っていただく児童が不安なく新しい学校に移っていただけるよう、学校と相談して

学校間での交流活動を実施するなど、子どもたちがお互いを知りあう時間をできるだけもて

るよう考えていきます。 

・学級編成時の配慮 

 学校を移っていただく児童が、学級編成によって不安になるようなことがないよう、クラス

内で一定数集めるなど状況に応じた対応を行っていきます。 

・先生の配置 

 児童の不安感に配慮した先生の配置を考えていきます。 
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亀岡市立小中学校の規模適正化に向けた歩み 

＜別院中学校ブロック＞ 

▶H25.8 「亀岡市教育振興基本計画」策定 
重点目標 3 学校の教育力の向上と魅力ある学校づくりの推進 

(2) 学校規模適正化の検討 

▶H26.08.07 「第 1 回亀岡市学校規模適正化検討会議」現状と課題の把握 
委    員 20 人以内 
構    成 学識経験者、PTA 連絡協議会代表、小中学校長会代表、自治会連合

会幹事、公募市民、教育関係団体、教育委員会など  

▶H26.10.02 「第 2 回亀岡市学校規模適正化検討会議」アンケート(案)の検討 

▶「子どもたちのより良い教育環境について考えるアンケート①」の実施 
調査期間 H26.11.19～12.10 
調査対象及び有効回答数 

市民 625 人/1,800 人(無作為抽出) 34.7% 
保護者及び児童生徒 789 人/1,030 人(小 2・5、中 2)  76.6% 
学校関係者  292 人/295 人(任意提出)  99.0% 

▶H27.01.27 「第 3 回亀岡市学校規模適正化検討会議」アンケート結果の確認 

▶H27.03.24 「第 4 回亀岡市学校規模適正化検討会議」先行事例等の研究 

▶H27.06.04 「第 5 回亀岡市学校規模適正化検討会議」適正化の方向性 

▶「子どもたちのより良い教育環境について考えるアンケート②」の実施 
調査期間 H27.06.24～07.06 
調査対象及び有効回答数 

小学校の保護者 611 人/956 人(小 2・5) 63.9% 
中学校の保護者 156 人/267 人(中 2)  58.4% 

▶H27.09.03 「第 6 回亀岡市学校規模適正化検討会議」アンケート結果の確認 

▶H27.11.10 「第 7 回亀岡市学校規模適正化検討会議」提言(案)の作成 

▶H27.12.25 「第 8 回亀岡市学校規模適正化検討会議」提言のとりまとめ 

▶H28.01.18 提言 

▶H28.02.10～3.11 パブリックコメント 
意 見 数 64 件(37 人)  一般的な反対意見、保津小の存続など 

▶H28.3 「亀岡市学校規模適正化基本方針」策定 
背景・基本的な考え方・今後の進め方・地域別の方向性など 
取    組  短期(H28～30)・中期(～H33)・長期(H34～) 
「(仮称)学校規模適正化地域別推進協議会」の設置 
「(仮称)○○中学校区適正化実施計画」の策定  ⇨より良い教育環境の実現 
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▶H28.06.02 「第１回亀岡市学校規模適正化地域別推進協議会」 

◇学校規模適正化基本方針について 

◇学校規模適正化（短期的取組）ロードマップについて 

▶H28.06.22 別院中学校 PTA 会長と協議 

▶H28.06.23 「第 1 回別院中学校ブロック協議会」 

        ◇学校規模適正化基本方針について 

◇別院中学校ブロック学校規模適正化実施計画（案）について 

▶H28.07.01 西別院小学校「PTA 説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.07.13 東別院小学校「PTA 説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.07.19 「第 2 回別院中学校ブロック協議会」 

◇小規模特認校制度について 

◇別院中学校の規模適正化について 

▶H28.07.29 別院中学校「PTA 説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.08.20 西別院町自治会「役員説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H28.08.29 東別院小学校、西別院小学校、別院中学校 PTA と教育長面談 

▶H28.09.01 「第２回亀岡市学校規模適正化地域別推進協議会」中間報告 

        ◇学校規模適正化推進の状況報告について 

◇小規模特認校の募集等について 

▶H28.09.16 市 PTA 連合会説明会 

▶H28.09.21 東別院町自治会長へ説明 

▶H28.11.15 自治会連合会長と教育長面談 

▶H28.12.08 西別院自治会長と協議 

▶H28.12.09 東別院小学校コミュニティスクール準備委員会説明会 

▶H28.12.19 東別院自治会長と協議 

▶H28.12.19 西別院自治会長と協議 

▶H29.01.17 別院中学校「住民説明会」 概要説明、意見聴取 

▶H29.01.19 「第３回亀岡市学校規模適正化地域別推進協議会」 

◇前回会議（9/1）以降の主な取組み等について 

◇今後の進め方について 

▶H29.01.30 別院中学校 PTA 会長と協議 

▶H29.02.12 東別院町「住民説明会」 

▶H29.02.20 南桑中学校「学校公開」 

▶H29.03.24 「第３回別院中学校ブロック協議会」 
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        ◇前回会議（7/19）以降の主な取組み等について 

◇今後の進め方について 

▶H29.06.23 別院中学校「PTA 説明会」 経過説明、意見聴取 

▶H29.06.27 東別院小学校「PTA 説明会」 経過説明、意見聴取 

▶H29.06.30 西別院小学校「PTA 説明会」 経過説明、意見聴取 

▶H30.06.18 「平成３０年度第１回亀岡市学校規模適正化地域別推進協議会」 

        ◇別院中学校ブロックの取組について 

◇東輝・詳徳中学校ブロックの取組について 

◇亀岡中学校ブロックの取組について 

▶H31.03.22 「平成３０年度第２回亀岡市学校規模適正化地域別推進協議会」 

◇亀岡中学校ブロックの取組について 

◇別院中学校ブロックの取組について 

◇東輝・詳徳中学校ブロックの取組について 

▶R01.05.30 東西別院自治会長が市長へ要望書の提出 

▶R01.09.13 東別院町自治会「役員説明会」 

▶R01.09.18 西別院町学校統廃合問題検討会議「役員説明会」 

▶R01.12.17 西別院町学校規模適正化に係るアンケート結果について「意見交換
会」 



別院中学校ブロックにかかる学校規模適正化について 

                            日時：令和元年９月１３日（水） 

別院中学校ブロックの児童生徒数の推移          場所：東別院町自治会 

○過去の児童生徒数の推移 

 東別院小学校 西別院小学校 別院中学校 

S３０ １９６ ２２６ ２０３ 

S４０ １２７ １２９ １４２ 

S５０  ９８  ７６  ９２ 

S６０ １１７  ７０ １０７ 

H７ １６９  ６９  ８３ 

H１７  ７７  ８７  ９６ 

H２７  ２４  ２１  ３５ 

 

○現状とこれからの児童生徒数の推移 別院中学校 

 学校名 １学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年 計 １学年 ２学年 ３学年 計 

R 元 
東別院小学校 １ ６ ７ (３) ２ (８) ２７ 

３ ８ １０ ２１ 
西別院小学校 ６ ３ (３) ３ ３ ４ ２２ 

R2 
東別院小学校 ５ １ ６ ７ (３) ２ ２４ 

１２ ３ ８ ２３ 
西別院小学校 １ ６ ３ (３) ３ ３ １９ 

R3 
東別院小学校 １ ５ １ ６ ７ (３) ２３ 

５ １２ ３ ２０ 
西別院小学校 ４ １ ６ ３ (３) ３ ２０ 

R4 
東別院小学校 ３ １ ５ １ ６ ７ ２３ 

６ ５ １２ ２３ 
西別院小学校 ５ ４ １ ６ ３ (３) ２２ 

R5 
東別院小学校 ３ ３ １ ５ １ ６ １９ 

１０ ６ ５ ２１ 
西別院小学校 ２ ５ ４ １ ６ ３ ２１ 

R6 
東別院小学校 ３ ３ ３ １ ５ １ １６ 

９ １０ ６ ２５ 
西別院小学校 ３ ２ ５ ４ １ ６ ２１ 

R7 
東別院小学校 ０ ３ ３ ３ １ ５ １５ 

７ ９ １０ ２６ 
西別院小学校 ６ ３ ２ ５ ４ １ ２１ 

※R２年度以降は推計値。   は複式学級（見込） 

※複式学級の編成：１２人を上限とし１年生を含む児童数が５人以上

の場合は複式学級としない。また、学年を飛び越えた編成は行わない。

なお、児童数が２５人以上の学校は複式学級の数は１とする。 

R8 ６ ７ ９ ２２ 

R9 ５ ６ ７ １８ 

R10 ８ ５ ６ １９ 

※児童生徒数は令和元年５月７日現在の住民基本台帳を基に作成。 

ただし、令和元年度の数は、令和元年５月１日現在の在籍児童生徒数。 

※（）内の数は、下記小規模特認校制度利用者を含む数 

 令和元年度小規模特認校利用児童数 

  東別院小学校： ６年生 ２人、４年生 １人 

  西別院小学校： ３年生 １人 

小規模校の特徴 

 

良
い
と
こ
ろ 

・児童生徒一人ひとりの個性や特性に応じた教育活動がしやすく、個々の能力や適性を伸ばし

やすい 

・学校行事や部活動等において、児童生徒一人ひとりの個別の活動機会を設定しやすい 

・クラス替えがないので、互いの関係性を深めていく学級づくりがしやすい 

・異学年交流を重視した教育活動により、全校的な児童生徒交流が深まりやすい 

・児童生徒の一人ひとりにきめ細やかな生活指導を行うことができる 

・全教職員の意思疎通が図りやすく、相互の連携が密になりやすい 

・学校に一体感がうまれやすく、活動しやすい 

・施設、設備の利用時間等の調整が行いやすい 

・保護者や地域社会との連携が図りやすい 

・災害発生時等による緊急避難時に大きな混雑が生じにくい 

 

 

                           良いところもあるが、 

小規模校ならではの課題も・・・ 

                               

課
題 

・複式学級により十分な学習時間を確保しにくい ※１ 

・人間関係が固定化しやすい 

・部活動の選択の幅が狭い 

・集団の中で、多様な考え方に触れ、学び合う機会が少ない 

・男女比に偏りが生じやすい 

・PTA 活動における保護者一人あたりの負担が大きい 

・切磋琢磨する機会が少ない 

・学校行事や集団教育活動に活気が出にくい 

・中学校の各教科の専門の教員が少ない 

・球技、合唱、合奏、演劇など集団教育に制約が生じる 

・クラス替えができない 

 

※１・・・複式学級とは２つ以上の学年を一つにした学級のこと。 

     たとえば、３年生と４年生が一つの学級で学ぶようなこと。 

 

 

 

 

 



○小中一貫教育制度について 

■義務教育学校とは・・・小学校と中学校を別々の学校ではなく、１つの学校にし、義務教育を一貫して

行い９年間の系統的な教育、９年間の継続的な生徒指導、１年生から９年生ま

での異学年交流などが特徴です。 

■小中一貫校とは・・・小中一貫教育を実施している学校を指します。小中一貫教育とは、小学校（初等

教育）と中学校（前期中等教育の期間）の義務教育期間の９年間で教育上の目標

を教員が共有し、一貫した系統的・継続的な教育カリキュラムで教育を行い学習

環境が安定することが特徴です。 

 

 

 

 

 

 

○別院中学校ブロックに制度を導入した場合 

 

 

※２・・・中１ギャップとは小学校から中学校への進学の際に、新しい環境での学習や生活に適

応できず不登校になったり、いじめが起きたりする現象のこと。 

 義務教育学校 小中一貫校 

修業年限 
９年 

（前期課程６年+後期課程３年） 
小学校６年、中学校３年 

組織 
校長は１人 

（副校長[総括担当]１人を配置 
校長は各学校に１人 

免許 

原則、小学校・中学校の両免許状を併有 

※当分の間は小学校免許で前期課程、中学

校免許で後期課程の指導が可能 

各学校に対応した免許を保有 

教育課程 
・９年間の教育目標の設定 

・９年間の系統性、体系性に配慮がなされている教育課程の編成 

イメージ 

 

 

 義務教育学校 小中一貫校 

メ
リ
ッ
ト 

・９年間をとおした教育課程になるので系

統性を確保したカリキュラムが組める 

・柔軟な学年段階の区切りを決められる 

・前期課程（小学校）の教科を後期課程（中

学校）の専門の教員が教えることができる。

【英語等】 

・継続的な生徒指導が可能 

・学校行事を全校でできる 

・中 1 ギャップがなくなる ※２ 

・学校が一つになり、経常経費の有効活用

ができる 

・９年間をとおした教育課程になるので系

統性を確保したカリキュラムが組める 

・中１ギャップがなくなる ※２ 

 

デ
メ
リ
ッ
ト 

・そもそもの人数が少ないため人間関係が

９年間固定化しやすい 

・義務教育学校の特色を出すほど、特認校

制度による途中入学はカリキュラムの関係

上、課題が生じる 

・学校を一つにすると教室が不足する 

・学校が一つになり、通学距離、通学時間

が長くなる 

・残った学校をどのように有効活用するか

検討する必要がある 

・複式学級の解消につながりにくい 

・そもそもの人数が少ないため人間関係が

固定化しやすい 

・別院中学校ブロックの場合、学校間の距

離が離れているため小中連携の実感が持ち

にくい 

 



亀岡市の人口の動向と推移

総人口 0～14歳 15～64歳 65歳～

1955 S30 42,537 13,500 26,064 2,973   

1975 S50 58,184 14,566 38,569 5,036   

1985 S６０ 76,207 19,239 49,782 7,184   

2000 H12 94,555 15,628 65,442 13,345 

2020 R  2 88,214 10,668 51,475 26,071 

　※２０２０（R ２）の数は、国立社会保障・人口問題研究所推計値

亀岡市内の児童生徒数及び学校数の動向と推移

1955 S30 4,435 2,665 7,100 11 5

1975 S50 5,128 2,187 7,315 15 5

1985 S60 8,528 4,073 12,601 17 7

1995 H  7 7,660 3,983 11,643 18 8

2005 H17 5,898 2,822 8,720 18 8

2015 H27 4,891 2,554 7,445 18 8

2020 R  2 4,734   2,450   7,184 17        7           1          

　※２０２０（R 2)の数は、令和元年５月７日現在の住民基本台帳を基にした数

育親中学校区内の学校別児童生徒数の動向 （単位：人）

1955 S30 241 93 ― 334 223 557

1975 S50 100 37 162 299 177 476

1985 S60 139 94 172 405 203 608

1995 H  7 138 448 161 747 329 1,076

2005 H17 113 201 154 468 312 780

2015 H27 69 53 69 191 143 334

※青野小学校：昭和３４年に宮前小学校と東本梅小学校と統合し開校

育親中学校区内の学校別児童生徒数及び学級数の推移

＜育親中学校ブロック＞

令和元年８月２８日

西部４町こん談会時資料

人口（人）

小学校
児童数
（人）

中学校
生徒数
（人）

児童生徒数
合計（人）

小学校数
（校）

義務教育
学校数
（校）

計
本梅

小学校
畑野

小学校
青野

小学校
育親

中学校

中学校数
（校）

合計

年

年

年

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 １年 ２年 ３年 計

9 8 5 12 11 9 54

6 5 10 7 8 9 45

14 11 9 10 13 6 63

3 9 8 5 12 11 48

7 6 5 10 7 8 43

8 14 11 9 10 13 65

9 3 9 8 5 12 46

8 7 6 5 10 7 43

10 8 14 11 9 10 62

3 9 3 9 8 5 37

5 8 7 6 5 10 41

4 10 8 14 11 9 56

9 3 9 3 9 8 41

3 5 8 7 6 5 34

7 4 10 8 14 11 54

7 9 3 9 3 9 40

6 3 5 8 7 6 35

9 7 4 10 8 14 52

　※R元年度の児童生徒数は、令和元年５月１日現在の数（児童生徒数には、特別支援学級入級の児童生徒を含む）

　※R２年度以降の児童生徒数は、令和元年５月７日現在の住民基本台帳を基にした数

　※　　　　　は、複式学級（見込）

77畑野小学校

青野小学校

小学校

児童数合計

（人）

162

156

151

134

129

127

青野小学校

R６年度

本梅小学校

24 24 29

85畑野小学校

青野小学校

R５年度

本梅小学校

24 29 32 85畑野小学校

青野小学校

R４年度

本梅小学校

29 32 24

21 28 73

本梅小学校

畑野小学校

R３年度 32 24 21 77畑野小学校

R２年度

R元年度

24

青野小学校

本梅小学校

育親中学校生徒数（人）

21 28 29 78

学校名
児童数（人）

本梅小学校

畑野小学校

青野小学校
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亀岡市立小中学校の規模適正化に向けた歩み 

＜亀岡中学校ブロック＞ 

▶H25.8 「亀岡市教育振興基本計画」策定 
重点目標 3 学校の教育力の向上と魅力ある学校づくりの推進 

(2) 学校規模適正化の検討  

▶H26.08.07 「第 1 回亀岡市学校規模適正化検討会議」現状と課題の把握 
委    員 20 人以内 
構    成 学識経験者、PTA 連絡協議会代表、小中学校長会代表、自治会連合

会幹事、公募市民、教育関係団体、教育委員会など  

▶H26.10.02 「第 2 回亀岡市学校規模適正化検討会議」アンケート(案)の検討 

▶「子どもたちのより良い教育環境について考えるアンケート①」の実施 
調査期間 H26.11.19～12.10 
調査対象及び有効回答数 

市民 625 人/1,800 人(無作為抽出) 34.7% 
保護者及び児童生徒 789 人/1,030 人(小 2・5、中 2)  76.6% 
学校関係者  292 人/295 人(任意提出)  99.0% 

▶H27.01.27 「第 3 回亀岡市学校規模適正化検討会議」アンケート結果の確認 

▶H27.03.24 「第 4 回亀岡市学校規模適正化検討会議」先行事例等の研究 

▶H27.06.04 「第 5 回亀岡市学校規模適正化検討会議」適正化の方向性 

▶「子どもたちのより良い教育環境について考えるアンケート②」の実施 
調査期間 H27.06.24～07.06 
調査対象及び有効回答数 

小学校の保護者 611 人/956 人(小 2・5) 63.9% 
中学校の保護者 156 人/267 人(中 2)  58.4% 

▶H27.09.03 「第 6 回亀岡市学校規模適正化検討会議」アンケート結果の確認 

▶H27.11.10 「第 7 回亀岡市学校規模適正化検討会議」提言(案)の作成 

▶H27.12.25 「第 8 回亀岡市学校規模適正化検討会議」提言のとりまとめ 

▶H28.01.18 提言 

▶H28.02.10～3.11 パブリックコメント 
意 見 数 64 件(37 人)  一般的な反対意見、保津小の存続など 

▶H28.3 「亀岡市学校規模適正化基本方針」策定 
背景・基本的な考え方・今後の進め方・地域別の方向性など 
取    組  短期(H28～30)・中期(～H33)・長期(H34～) 
「(仮称)学校規模適正化地域別推進協議会」の設置 
「(仮称)○○中学校区適正化実施計画」の策定  ⇨より良い教育環境の実現 
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▶H30.06.18 「平成３０年度第１回亀岡市学校規模適正化地域別推進協議会」 

        ◇別院中学校ブロックの取組について 

◇東輝・詳徳中学校ブロックの取組について 

◇亀岡中学校ブロックの取組について 

▶H30.06.07  亀岡駅北土地区画整理事業に伴う町名変更等に係る理事者協議 

▶H30.07.19 「平成３０年度第１回亀岡中学校ブロック協議会」 

◇亀岡市学校規模適正化について 

◇亀岡中学校ブロックについて 

▶H30.12.25  亀岡駅北土地区画整理事業に伴う町名変更等に係る理事者協議 

▶H31.02.18 「第平成３０年度２回亀岡中学校ブロック協議会」 

◇亀岡駅北土地区画整理事業の経過報告について 

◇保津小学校小規模特認校制度について 

▶H31.03.22 「平成３０年度第２回亀岡市学校規模適正化地域別推進協議会」 

◇亀岡中学校ブロックの取組について 

◇別院中学校ブロックの取組について 

◇東輝・詳徳中学校ブロックの取組について 

▶R01.07.24 「令和元年度第１回亀岡中学校ブロック協議会」 

◇亀岡駅北土地区画整理事業の経過報告について 

▶R01.09.05  亀岡駅北地区～城西小学校、亀岡小学校へ 「通学路点検」 

▶R01.09.26 「令和元年度第 2 回亀岡中学校ブロック協議会」 

◇亀岡駅北土地区画整理事業地域等の学校区について 

▶R01.10.28 つつじヶ丘小学校から亀岡中学校に通う亀岡地区東部地域（上矢田町、
中矢田町、下矢田町の一部、古世町の一部）「保護者説明会」 

▶R01.11.08   亀岡駅北土地区画整理事業組合から市長・教育長へ要望書提出 

▶R01.11.11 「令和元年度第 3 回亀岡中学校ブロック協議会」 

◇亀岡駅北土地区画整理事業地域等の学校区について 

▶R01.11.29  亀岡駅自由通路 のどかめロード 「通学路点検」 

▶R01.12.03  亀岡地区東部地域から亀岡小学校への「通学路点検」 

▶R01.12.06  亀岡地区東部地域から東輝中学校への「通学路点検」 

▶R01.12.26 「令和元年度第４回亀岡中学校ブロック協議会」 

◇亀岡駅北土地区画整理事業地域等の学校区について 

▶R02.01.14 「令和元年度第１回亀岡市学校規模適正化地域別推進協議会」 

◇東輝・詳徳中学校ブロックの取組について 

◇別院中学校ブロックの取組について 

◇育親中学校ブロックの取組について 

◇亀岡中学校ブロックの取組について 



令和元年度第１回 亀岡中学校ブロック協議会 

 （亀岡市学校規模適正化地域別推進協議会） 

令和元年７月２４日（水） 19：３0～ 

 ガレリアかめおか 響ホール 

 

亀岡市教育委員会 



１. 亀岡駅北土地区画整理事業の経過報告 

2 
2 



  ①全地域を亀岡小学校区とした場合の児童数 

3 

令和元年～令和６年度　児童・生徒数の推移予測

項目 Ｒ１実数
Ｒ２

（2020）

Ｒ３

（2021）

Ｒ４

（2022）

R５

（2023）

Ｒ６

（2024）

児童数 561 532 512 499 493 476

学級数 23 22 22 21 21 20

児童数 561 683 654 641 639 610

学級数
23 28 27 26 26 25

児童数 561 696 694 713 747 752

学級数 23 28 28 28 28 28

１）児童数はH31.4.11の住民基本台帳を基に作成

２）学級数は児童数から機械的に算出(特別支援学級数も含めている)

　　・小学校は全学年１学級を３５人を上限とした数 

27

土地区画整理事業の全

域と亀岡地区からつつ

じケ丘小学校へ通学す

る児童数を加えた場合

現在の学校区

亀岡地区からつつじケ

丘小学校へ通学する児

童数を加えた場合

普通教室の数



  ②全地域を城西小学校区とした場合の児童数 

4 

令和元年～令和６年度　児童・生徒数の推移予測

項目 Ｒ１実数
Ｒ２

（2020）

Ｒ３

（2021）

Ｒ４

（2022）

R５

（2023）

Ｒ６

（2024）

児童数 367 374 364 365 361 356

学級数 17 17 17 17 16 16

児童数 367 387 404 437 469 498

学級数 17 17 17 19 19 20

１）児童数はH31.4.11の住民基本台帳を基に作成

２）学級数は児童数から機械的に算出(特別支援学級数も含めている)

　　・小学校は全学年１学級を３５人を上限とした数 

20

土地区画整理事業の全

域の児童数を加えた場

合

現在の学校区

普通教室の数



  ③（参考）亀岡中学校の生徒数 

5 

令和元年～令和６年度　児童・生徒数の推移予測

項目 Ｒ１実数
Ｒ２

（2020）

Ｒ３

（2021）

Ｒ４

（2022）

R５

（2023）

Ｒ６

（2024）

生徒数 503 523 549 560 572 560

学級数 18 19 19 20 20 20

生徒数 503 525 554 570 590 584

学級数 18 19 19 20 20 20

１）生徒数はH31.4.11の住民基本台帳を基に作成

２）学級数は生徒数から機械的に算出(特別支援学級数も含めている)

　　・中学校は全学年１学級を40人を上限とした数 

25

土地区画整理事業の全

域の生徒数を加えた場

合

現在の学校区

普通教室の数



令和元年度第２回 亀岡中学校ブロック協議会 

 （亀岡市学校規模適正化地域別推進協議会） 

令和元年９月２６日（木） 19：00～ 

 亀岡市役所 １階 市民ホール 

 

亀岡市教育委員会 



2 

   亀岡駅北土地区画整理事業区域の学校区について 
 
 
 

                            ～３つの観点～ 
 
 

①駅北地区の地域性（一体としたまちづくり） 
 
 

②校舎増築スペース 
 
 

③通学路に関して（距離、時間、安全性） 
 

 



１. 亀岡駅北土地区画整理事業の経過報告 
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  ①（１）全地域を亀岡小学校区とした場合の児童数 

4 

令和元年～令和６年度　児童・生徒数の推移予測

項目 Ｒ１実数
Ｒ２

（2020）

Ｒ３

（2021）

Ｒ４

（2022）

R５

（2023）

Ｒ６

（2024）

児童数 561 532 512 499 493 476

学級数 23 22 22 21 21 20

児童数 561 683 654 641 639 610

学級数
23 28 27 26 26 25

児童数 561 696 694 713 747 752

学級数 23 28 28 28 28 28

１）児童数はH31.4.11の住民基本台帳を基に作成

２）学級数は児童数から機械的に算出(特別支援学級数も含めている)

　　・小学校は全学年１学級を３５人を上限とした数 

27

土地区画整理事業の全

域と亀岡地区からつつ

じケ丘小学校へ通学す

る児童数を加えた場合

現在の学校区

亀岡地区からつつじケ

丘小学校へ通学する児

童数を加えた場合

普通教室の数



  （２）全地域を城西小学校区とした場合の児童数 

5 

令和元年～令和６年度　児童・生徒数の推移予測

項目 Ｒ１実数
Ｒ２

（2020）

Ｒ３

（2021）

Ｒ４

（2022）

R５

（2023）

Ｒ６

（2024）

児童数 367 374 364 365 361 356

学級数 17 17 17 17 16 16

児童数 367 387 404 437 469 498

学級数 17 17 17 19 19 20

１）児童数はH31.4.11の住民基本台帳を基に作成

２）学級数は児童数から機械的に算出(特別支援学級数も含めている)

　　・小学校は全学年１学級を３５人を上限とした数 

20

土地区画整理事業の全

域の児童数を加えた場

合

現在の学校区

普通教室の数



  （３）（参考）亀岡中学校の生徒数 

6 

令和元年～令和６年度　児童・生徒数の推移予測

項目 Ｒ１実数
Ｒ２

（2020）

Ｒ３

（2021）

Ｒ４

（2022）

R５

（2023）

Ｒ６

（2024）

生徒数 503 523 549 560 572 560

学級数 18 19 19 20 20 20

生徒数 503 525 554 570 590 584

学級数 18 19 19 20 20 20

１）生徒数はH31.4.11の住民基本台帳を基に作成

２）学級数は生徒数から機械的に算出(特別支援学級数も含めている)

　　・中学校は全学年１学級を40人を上限とした数 

25

土地区画整理事業の全

域の生徒数を加えた場

合

現在の学校区

普通教室の数
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城西小学校通学路（案） 
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水
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亀岡市上下水道部 

亀岡中学校 

亀岡高等学校東校舎 

亀岡市立図書館 

もみじクリニック 
【ルート】 

距離１，１８２ｍ 

凡 例 

主な通学路  

施工地域  
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城西小学校 
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亀岡高等学校 

ＪＲ嵯峨野線 
イオン 

亀岡駅 

加塚 

南郷池 

亀岡小学校・亀岡中学校通学路（案） 

凡 例 

主な通学路【ルート①】  

主な通学路【ルート②】  

施工地域  

 

雑
水
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マツモト荒塚店 

亀岡市上下水道部 

亀岡中学校 

亀岡高等学校東校舎 

亀岡市立図書館 

もみじクリニック 【ルート①】 

距離１，４９２ｍ 

【ルート②】 

距離１，５９４ｍ 
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